
は
じ
め
に

古
代
の
石
上
神
宮
に
つ
い
て
は
、
王
権
の
奉
斎
し
た
神
宮
と
み
る
の
が
通
説
的
理
解
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
一
方
で
は
、
物
部
氏
の
氏
神
を
祀
っ
た
物
部
氏
の
神
宮
で
あ
る
と
の
見
方
も
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
石
上
神
宮
を
奉
斎
し
た
の
は
物
部
氏
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
1
）。「
天
孫
本

紀
」
の
六
世
孫
の
伊
香
色
雄
命
の
条
に
は
、「
此
命
、
春
日
宮
御
宇
天
皇
御
世
以
為
二

大
臣
一。
磯
城
瑞
籬
宮
御
宇
天
皇
御

世
詔
二

大
臣
一、
為
レ

班
二

神
物
一、
定
二

天
社
国
社
一、
以
二

物
部
八
十
手
所
レ

作
祭
レ

神
之
物
一、
祭
二

八
十
万
群
神
一

之
時
、
遷
二

建

布
都
大
神
社
於
大
倭
国
山
辺
郡
石
上
邑
一。
則
天
祖
授
二

饒
速
日
尊
一、
自
レ

天
受
来
天
璽
瑞
宝
、
同
共
蔵
斎
。
号
曰
二

石
上
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大
神
一。
以
為
二

国
家
一

亦
為
二

氏
神
一

崇
祠
為
レ

鎮
。
則
皇
后
・
大
臣
奉
レ

斎
二

神
宮
一

」
と
あ
り
、
崇
神
朝
に
伊
香
色
雄
命
が

石
上
神
宮
を
建
て
て
奉
斎
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
事
実
の
伝
え
と
み
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ

ろ
う
（
2
）。

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
記
紀
の
石
上
神
宮
神
宝
伝
承
を
検
討
し
、
石
上
神
宮
の
奉
斎
者
（
主
斎
者
）
が
天
皇
（
大
王
）

で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
次
い
で
、
神
宝
の
管
掌
形
態
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　
神
宝
伝
承
の
検
討

石
上
神
宮
の
神
宝
伝
承
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
三
十
九
年
十
月
条
と
、
続
く
八
十
七
年
二
月
辛
卯

条
に
次
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

（1）
卅
九
年
冬
十
月
、
五
十
瓊
敷
命
、
居
二

於
茅
渟
菟
砥
川
上
宮
一、
作
二

剣
一
千
口
一。
因
名
二

其
剣
一、
謂
二

川
上
部
一。
亦

名
曰
二

裸
伴
一。〈
裸
伴
、
此
云
二

阿
箇
播
娜
我
等
母
（
3
）一。〉
蔵
二

于
石
上
神
宮
一

也
。
是
後
、
命
二

五
十
瓊
敷
命
一、
俾
レ

主
二

石
上
神
宮
之
神
宝
一

。〈
一
云
、
五
十
瓊
敷
皇
子
、
居
二

于
茅
渟
菟
砥
河
上
一。
而
喚
二

鍛
名
河
上
一、
作
二

大
刀
一
千

口
一。
是
時
、
楯
部
・
倭
文
部
・
神
弓
削
部
・
神
矢
作
部
・
大
穴
磯
部
・
泊
橿
部
・
玉
作
部
・
神
刑
部
・
日
置

部
・
大
刀
佩
部
・
并
十
箇
品
部
、
賜
二

五
十
瓊
敷
皇
子
一。
其
一
千
口
大
刀
者
、
蔵
二

于
忍
坂
邑
一。
然
後
、
従
二

忍

一
六



坂
一

移
之
、
蔵
二

于
石
上
神
宮
一。
是
時
、
神
乞
之
言
、
春
日
臣
族
、
名
市
河
令
レ

治
。
因
以
命
二

市
河
一

令
レ

治
。
是

今
物
部
首
之
始
祖
也
。〉

（2）
八
十
七
年
春
二
月
丁
亥
朔
辛
卯
、
五
十
瓊
敷
命
、
謂
二

妹
大
中
姫
一

曰
、
我
老
也
。
不
レ

能
レ

掌
二

神
宝
一。
自
レ

今
以

後
、
必
汝
主
焉
。
大
中
姫
命
辞
曰
、
吾
手
弱
女
人
也
。
何
能
登
二

天
神
庫
一

耶
。〈
神
庫
、
此
云
二

保
玖
羅
一。〉
五

十
瓊
敷
命
曰
、
神
庫
雖
レ

高
、
我
能
為
二

神
庫
一

造
レ

梯
。
豈
煩
レ

登
レ

庫
乎
。
故
諺
曰
、
天
之
神
庫
随
二

樹
梯
一

之
、

此
其
縁
也
。
然
遂
大
中
姫
命
、
授
二

物
部
十
千
根
大
連
一

而
令
レ

治
。
故
物
部
連
等
、
至
二

于
今
一

治
二

石
上
神
宝
一、

是
其
縁
也
。（
後
略
）

（1）
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
五
十
瓊
敷
命
は
菟
砥
川
上
宮
で
作
っ
た
剣
一
千
口
を
石
上
神
宮
に
納
め
、
そ
の
後
、
垂
仁
天

皇
は
五
十
瓊
敷
命
に
命
じ
て
石
上
神
宮
の
神
宝
を
掌
ら
せ
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
石
上
神
宮
の
奉
斎
者
（
主
斎
者
）

が
天
皇
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
（2）
に
お
い
て
は
、
神
宝
の
管
掌
者
が
、
五
十
瓊
敷
命
か
ら

そ
の
妹
の
大
中
姫
命
を
介
し
て
物
部
十
千
根
大
連
に
変
わ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
物
部
氏
が
石
上
神
宮
の
主
斎
者
と

述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
垂
仁
朝
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
る
（1）
（2）
の
記
事
内
容
を
、
そ
の
ま
ま
事
実
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
段
階
に
お
い
て
、
石
上
神
宮
の
奉
斎
者
が
天
皇
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
と
い
え
よ
う
。
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な
お
、
五
十
瓊
敷
命
は
、
垂
仁
天
皇
十
五
年
八
月
朔
条
に
は
五
十
瓊
敷
入
彦
命
と
み
え
（
こ
の
条
が
初
見
）、
垂
仁

天
皇
と
皇
后
の
日
葉
酢
媛
命
と
の
あ
い
だ
の
第
一
子
（
第
二
子
は
大
足
彦
尊
、
の
ち
の
景
行
天
皇
）
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
ま
た
、
同
三
十
年
正
月
甲
子
条
に
は
、「
天
皇
詔
二

五
十
瓊
敷
命
・
大
足
彦
尊
一

曰
、
汝
等
各
言
二

情
願
之
物
一

也
。

兄
王
諮
、
欲
レ

得
二

弓
矢
一。
弟
王
諮
、
欲
レ

得
二

皇
位
一。
於
是
、
天
皇
詔
之
曰
、
各
宜
レ

随
レ

情
。
則
弓
矢
賜
二

五
十
瓊
敷
命
一。

仍
詔
二

大
足
彦
尊
一

曰
、
汝
必
継
二

朕
位
一

」
と
い
う
説
話
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
垂
仁
天
皇
の
皇
子
の
な
か
で
は
、
景
行

天
皇
と
並
ぶ
地
位
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
説
話
か
ら
は
、
五
十
瓊
敷
命
が
王
権
の
武
力
を

象
徴
す
る
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
『
古
事
記
』
の
神
宝
伝
承
は
、
垂
仁
天
皇
段
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

（3）
印
色
入
日
子
命
者
、
作
二

血
沼
池
一、
又
作
二

狭
山
池
一、
又
作
二

日
下
之
高
津
池
一。
又
坐
二

鳥
取
之
河
上
宮
一、
令
レ

作
二

横
刀
壱
仟
口
一、
是
奉
レ

納
二

石
上
神
宮
一、
即
坐
二

其
宮
一、
定
二

河
上
部
一

也
。

こ
の
記
事
に
は
、
印
色
入
日
子
命
（
五
十
瓊
敷
入
彦
命
）
が
血
沼
池
・
狭
山
池
・
高
津
池
を
作
っ
た
と
も
書
か
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
は
、
垂
仁
天
皇
三
十
五
年
九
月
条
に
、「
遣
二

五
十
瓊
敷
命
于
河
内

国
一、
作
二

高
石
池
・
茅
渟
池
一

」
と
み
え
て
い
る
。

『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
印
色
入
日
子
命
が
横
刀
一
千
口
を
石
上
神
宮
に
奉
納
し
、
そ
の
宮
に
坐
し
た
と
あ
る
の

一
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み
で
あ
っ
て
、
石
上
神
宮
と
天
皇
と
の
関
係
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
物
部
氏
の
こ
と
は
い
っ
さ
い
み
え
な
い

の
で
あ
り
、
王
権
の
奉
斎
す
る
神
宮
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
『
日
本
書
紀
』
と
同
じ
で
あ
る
。

石
上
神
宮
は
、『
延
喜
式
』（
神
名
式
）
に
は
、
大
和
国
山
辺
郡
十
三
座
の
一
つ
と
し
て
「
石
上
坐
布
都
御
魂
神
社
」

と
み
え
、
布
都
御
魂
（
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
）
を
祭
神
と
し
て
い
る
。
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』
神
武
天

皇
段
に
、
建
御
雷
神
が
自
ら
の
代
わ
り
に
高
倉
下
の
も
と
に
天
か
ら
降
ら
せ
た
と
い
う
横
刀
に
注
し
て
、「
此
刀
名
、

云
二

佐
士
布
都
神
一、
亦
名
云
二

甕
布
都
神
一、
亦
名
云
二

布
都
御
魂
一。
此
刀
者
、
坐
二

石
上
神
宮
一

也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
も
同
様
の
話
は
載
せ
ら
れ
て
お
り
（
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
六
月
丁
巳
条
）、
そ
こ
に
は
石
上
神

宮
に
坐
す
と
の
注
記
は
な
い
が
、
武
甕
雷
神
（
建
御
雷
神
）
が
降
ら
せ
た
剣
の
名
を

霊
（
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
）
と
し
て

い
る
。
記
紀
と
も
に
、
神
武
天
皇
は
こ
の
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
を
得
て
平
定
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
を
祭
る
石
上
神
宮
は
、
こ
の
話
か
ら
も
、
天
皇
の
奉
斎
す
る
神
宮
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、
石
上
神
宮
に
ア
ジ
ー
ル
的
性
格
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
伝
承
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
履
中
天
皇
即
位
前
紀
に
は
、
住
吉
仲
皇
子
の
反
乱
の
際
に
太
子
（
の
ち
の
履
中
天
皇
）
が
石
上
神
宮
に
逃

れ
た
と
あ
り
、
雄
略
天
皇
三
年
四
月
条
に
は
、
廬
城
部
連
武
彦
を
讒
言
し
た
阿
閉
臣
国
見
が
、
武
彦
の
父
の
枳

喩
に

殺
さ
れ
そ
う
に
な
り
石
上
神
宮
に
逃
げ
隠
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
も
、
神
宮
が
あ
る
種
の
公
共
性
を
有
し
て
い

た
こ
と
、
つ
ま
り
一
個
の
氏
（
ウ
ヂ
）
で
あ
る
物
部
氏
で
は
な
く
、
王
権
の
奉
斎
す
る
神
宮
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も

一
九

石上神宮神宝伝承小考



の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
次
に
掲
げ
る
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
三
年
八
月
庚
辰
条
か
ら
も
、
そ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

（4）
遣
二

忍
壁
皇
子
於
石
上
神
宮
一、
以
二

膏
油
一

瑩
二

神
宝
一。
即
日
、
勅
曰
、
元
来
諸
家
貯
二

於
神
府
一

宝
物
、
今
皆
還
二

其
子
孫
一。

こ
こ
で
命
じ
ら
れ
た
措
置
に
つ
い
て
は
、
石
上
神
宮
の
武
器
庫
か
ら
「
諸
氏
の
兵
器
を
排
し
て
皇
室
の
武
器
庫
と
し

て
の
性
格
に
徹
せ
し
め
、
他
方
こ
れ
に
よ
っ
て
上
級
貴
族
の
武
備
を
整
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
解
釈

も
あ
る
（
4
）。
た
し
か
に
、
（1）
や
（3）
に
よ
れ
ば
、
石
上
神
宮
に
収
め
ら
れ
て
い
た
中
心
は
武
器
で
あ
る
。
し
か
し
、『
日
本

書
紀
』
垂
仁
天
皇
二
十
七
年
八
月
己
卯
条
に
、「
令
二

祠
官
一、
卜
三

兵
器
為
二

神
幣
一、
吉
之
。
故
弓
矢
及
横
刀
納
二

諸
神
之

社
一。
仍
更
定
二

神
地
・
神
戸
一、
以
レ

時
祠
之
。
蓋
兵
器
祭
二

神
祇
一、
始
興
二

於
是
時
一

也
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
く
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
武
器
（
兵
器
）
は
祭
器
（
神
幣
）
と
し
て
の
性
格
も
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。「
元
来
諸
家
貯
二

於
神
府
宝
物
一

」
と
い
う
の
は
、
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
と
お
り
（
5
）、
諸
豪
族
か
ら
大
王
へ
の
服
属
の
証
と
し
て
献

上
さ
れ
た
宝
物
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
（2）
の
後
略
部
分
に
は
、
丹
波
国
か
ら
献
上
さ
れ
た
勾
玉
に
つ
い
て
「
是

玉
今
有
二

石
上
神
宮
一

也
」
と
あ
り
、
翌
八
十
八
年
七
月
戊
午
条
に
は
、
新
羅
の
王
子
の
天
日
槍
が
新
羅
か
ら
将
来
し
た

神
宝
が
「
神
府
」（
石
上
神
宮
の
神
庫
）
に
収
め
ら
れ
た
と
い
う
話
も
み
え
る
。

二
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石
上
神
宮
に
大
王
へ
の
服
属
を
示
す
神
宝
が
収
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
、
大
王
の
主
斎
す
る

神
宮
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
石
上
神
宮
に
派
遣
さ
れ
た
の
が
忍
壁
皇
子
（
天
武
天
皇
の
皇

子
）
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

さ
ら
に
、
時
代
は
下
る
が
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
二
月
庚
戌
条
に
も
、
石
上
神
宮
と
そ
の
神
宝
の
性
格
を

よ
く
示
す
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
長
文
で
は
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
き
た
い
。

（5）
造
石
上
神
宮
使
正
五
位
下
石
川
朝
臣
吉
備
人
等
、
支
二

度
功
程
一、
申
二

上
単
功
一
十
五
万
七
千
余
人
一、
太
政
官
奏

之
。
勅
曰
、
此
神
宮
所
三

以
異
二

於
他
社
一

者
何
。
或
臣
奏
云
、
多
収
二

兵
杖
一

故
也
。
勅
、
有
二

何
因
縁
一、
所
レ

収

之
兵
器
。
奉
レ

答
云
、
昔
来
天
皇
御
二

其
神
宮
一、
便
所
二

宿
収
一

也
。
去
レ

都
差
遠
、
可
レ

慎
二

非
常
一。
伏
請
卜
食
而

運
遷
。
是
時
、
文
章
生
従
八
位
上
布
留
宿
禰
高
庭
、
即
脩
レ

解
申
レ

官
云
、
得
二

神
戸
百
姓
等
款
一

、
比
来
大
神

頻
放
二

鳴
鏑
一、
村
邑
咸
怪
。
不
レ

知
二

何
祥
一

者
。
未
レ

経
二

幾
時
一、
運
二

遷
神
宝
一。
望
請
奏
二

聞
此
状
一、
蒙
レ

従
二

停

止
一。
　

官
即
執
奏
。
被
二

報
宣
一

、
卜
筮
吉
合
。
不
レ

可
二

妨
言
一。
所
司
咸
来
、
監
二

運
神
宝
一、
収
二

山
城
国
葛
野

郡
一
　

訖
。
無
レ

故
倉
仆
、
更
収
二

兵
庫
一。
既
而
聖
体
不
予
。
典

建
部
千
継
、
被
レ

充
二

春
日
祭
使
一。
聞
下

平
城
松
井

坊
有
二

新
神
一、
託
中

女
巫
上。
便
過
請
問
、
女
巫
云
、
今
所
レ

問
、
不
二

是
凡
人
之
事
一。
宜
レ

聞
二

其
主
一。
不
レ

然
者
、

不
レ

告
レ

所
レ

問
。
仍
述
二

聖
体
不
予
之
状
一。
即
託
語
云
、
歴
代
御
宇
天
皇
、
以
二

慇
懃
之
志
一、
所
二

送
納
一

之
神
宝

也
。
今
践
二

穢
吾
庭
一、
運
収
不
レ

当
。
所
以
唱
二

天
下
諸
神
一、
勒
レ

諱
贈
二

天
帝
一

耳
。
登
時
入
レ

京
密
奏
。
即
詔
二

神

二
一
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祇
官
并
所
司
等
一、
立
二

二
幄
於
神
宮
一、
御
飯
盛
二

銀
笥
一、
副
二

御
衣
一
襲
一、
並
納
二

御
輿
一。
差
二

典

千
継
一

充
レ

使
、

召
二

彼
女
巫
一、
令
レ

鎮
二

御
魂
一。
女
巫
通
宵
忿
怒
、
託
語
如
レ

前
。
遅
明
乃
和
解
。
有
レ

勅
、
准
二

御
年
数
一、
屈
二

宿

徳
僧
六
十
九
人
一、
令
レ

読
二

経
於
石
上
神
社
一。
詔
曰
、
天
皇
御
命
爾
坐
、
石
上
乃
大
神
爾
申
給
波
久
、
大
神
乃
宮
爾
収

有
志
器
仗
乎
、
京
都
遠
久
成
奴
流
爾
依
弖
、
近
処
爾
令
レ

治
牟
止
為
弖
奈
母
、
去
年
此
爾
運
収
有
流
。
然
爾
比
来
之
間
、
御

体
如
レ

常
不
二

御
坐
一

有
爾
、
大
御
夢
爾
覚
志
坐
爾
依
弖
、
大
神
乃
願
坐
之
任
爾
、
本
社
爾
返
収
弖
之
。
无
レ

驚
久
、
无
レ

咎

久
、
平
久
安
久
可
二

御
坐
一止
奈
母
念
志
食
。
是
以
鍛
冶
司
正
従
五
位
下
作
良
王
・
神
祇
大
副
従
五
位
下
大
中
臣
朝
臣

全
成
・
典
侍
正
五
位
上
葛
井
宿
禰
広
岐
等
乎
差
レ

使
弖
、
礼
代
乃
幣
帛
、
并
鏡
令
レ

持
弖
、
申
出
給
御
命
乎
、
申
給
止

申
。
辞
別
弖
申
給
久
、
神
那
我
良
母
皇
御
孫
乃
御
命
乎
、
堅
磐
爾
常
磐
爾
、
護
奉
幸
閉
奉
給
閉
止
、
称
辞
定
奉
久
止
申
。
遣
二

典
薬
頭
従
五
位
上
中
臣
朝
臣
道
成
等
一、
返
二

納
石
上
神
社
兵
仗
一。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
年
の
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に
石
上
神
宮
の
兵
杖
（
神
宝
）
を
山
城
国
葛
野
郡
に
収
め
た

が
、
天
皇
の
病
気
な
ど
不
祥
事
が
生
じ
た
た
め
、
女
巫
の
託
宣
や
天
皇
の
夢
に
示
さ
れ
た
石
上
大
神
の
願
い
に
よ
り
、

石
上
神
宮
に
返
納
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
石
上
神
宮
の
神
宝
に
つ
い
て
は
、「
昔
来
天
皇
御
二

其
神

宮
一
　

、
便
所
二

宿
収
一

」
の
も
の
で
あ
り
、「
歴
代
御
宇
天
皇
、
以
二

慇
懃
之
志
一、
所
二

送
納
一

之
神
宝
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
記
事
か
ら
は
、
石
上
神
宮
と
そ
の
神
宝
が
、
天
皇
の
守
護
神
的
機
能
・
鎮
魂
機
能
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
り
（
6
）、
九
世
紀
は
じ
め
の
段
階
に
お
い
て
、
石
上
神
宮
が
歴
代
天
皇
の
奉
斎
す
る

二
二



神
宮
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
石
上
神
宮
の
奉
斎
者
が
物
部
氏
で
は
な
く
、
天
皇
（
大
王
）
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
認
で
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

二
　
神
宝
の
管
掌
形
態

次
に
、
石
上
神
宮
の
神
宝
の
管
掌
形
態
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
三
十
九
年
条（
（1）
）の
本
文

で
は
、
管
掌
者
を
五
十
瓊
敷
命
、
す
な
わ
ち
王
族
で
あ
る
と
し
、
そ
の
分
注
で
は
物
部
首
と
し
、
同
八
十
七
年
条（
（2）
）

で
は
王
族
（
五
十
瓊
敷
命
、
大
中
姫
命
）
か
ら
物
部
氏
（
物
部
連
）
に
移
動
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
ど
の
よ

う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

（1）
の
分
注
に
い
う
物
部
首
は
、「
春
日
臣
族
」
の
市
河
を
始
祖
と
す
る
と
あ
る
と
お
り
、
物
部
連
と
は
別
系
の
ウ
ヂ

で
あ
り
、
天
武
十
二
年
（
六
八
三
）
九
月
に
連
の
カ
バ
ネ
を
賜
与
さ
れ
（
7
）、
そ
の
後
、
ウ
ヂ
名
を
布
留
と
改
め
、
翌
年
の

十
二
月
に
布
留
連
か
ら
布
留
宿
禰
に
改
賜
姓
さ
れ
て
い
る
（
8
）。

そ
し
て
『
新
撰
姓
氏
録
』
大
和
国
皇
別
の
布
留
宿
禰
の
譜

文
に
も
、
（1）
の
分
注
に
対
応
す
る
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（6）
布
留
宿
禰

二
三
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柿
本
朝
臣
同
祖
。
天
足
彦
国
押
人
命
七
世
孫
米
餅
搗
大
使
主
命
之
後
也
。
男
木

命
。
男
市
川
臣
。
大
鷦
鷯
天

皇
御
世
、
達
レ

倭
賀
二

布
都
努
斯
神
社
於
石
上
御
布
瑠
村
高
庭
之
地
一、
以
二

市
川
臣
一

為
二

神
主
一。
四
世
孫
額
田
臣
。

武
蔵
臣
。
斉
明
天
皇
御
世
、
宗
我
蝦
夷
大
臣
、
号
二

武
蔵
臣
物
部
首
并
神
主
首
一。
因
レ

失
二

臣
姓
一

為
二

物
部
首
一。

男
正
五
位
上
日
向
、
天
武
天
皇
御
世
、
依
二

社
地
名
一

改
二

布
瑠
宿
禰
姓
一。
日
向
三
世
孫
邑
智
等
也
（
9
）。

石
上
神
宮
の
神
宝
管
掌
者
、
言
い
換
え
れ
ば
神
庫
（
神
府
）
の
管
理
者
に
つ
い
て
は
、
物
部
連
―
物
部
首
と
い
う
職

務
上
の
上
下
関
係
を
も
っ
て
両
者
が
そ
の
任
に
当
っ
た
と
み
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
10
）。
し
か
し
、
物
部
氏
の
盛
衰
の
問

題
や
、
（1）
（2）
の
記
事
に
対
す
る
評
価
も
関
係
し
、
議
論
は
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
横
田
健
一
氏
は
、
物
部
連
の
台
頭
す
る
六
世
紀
以
降
、
管
掌
者
は
物
部
連
に
固
定
し
た
が
、
そ
れ
以
前

は
固
定
し
て
お
ら
ず
、
物
部
首
が
管
理
に
当
っ
た
こ
と
も
あ
れ
ば
物
部
連
が
当
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
11
）。
ま
た

加
藤
謙
吉
氏
は
、
物
部
守
屋
が
討
た
れ
た
の
ち
は
、
蘇
我
氏
に
よ
っ
て
物
部
連
の
権
限
は
奪
わ
れ
て
い
き
、
物
部
首
は

蘇
我
氏
に
掌
握
さ
れ
、
物
部
連
は
石
上
神
宮
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
が
、
乙
巳
の
変
後
、
物
部
連
―
物
部
首
の
形
態
に

復
帰
し
た
と
さ
れ
る
（
12
）。
本
位
田
菊
士
も
、
物
部
守
屋
が
討
た
れ
た
の
ち
の
変
化
を
想
定
さ
れ
、
物
部
首
が
石
上
神
宮
に

関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
物
部
連
の
没
落
後
、
蘇
我
氏
の
後
ろ
盾
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
（1）
の
分
注
は
、

『
日
本
書
紀
』
編
纂
時
に
石
上
神
宮
の
祠
官
で
あ
っ
た
布
留
宿
禰
（
物
部
首
）
に
配
慮
し
て
造
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
さ
れ
て
い
る
（
13
）。
こ
れ
に
対
し
て
長
家
理
行
氏
は
、
石
上
神
宮
の
神
宝
は
天
武
朝
を
境
に
刀
の
時
代
か
ら
仗
の
時
代

二
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へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
と
し
て
、
持
統
天
皇
の
即
位
式
に
お
い
て
石
上
麻
呂
が
大
楯
を
立
て
て
い
る
こ
と
（
持
統
紀
四

年
正
月
朔
条
）
に
着
目
し
、
物
部
連
が
管
掌
し
た
と
す
る
（2）
を
、
天
武
朝
以
降
の
作
文
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
14
）。
ま
た
、
泉

谷
康
夫
氏
も
、
物
部
連
の
管
掌
は
伝
承
上
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
（2）
は
事
実
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
15
）。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
（2）
は
長
家
氏
・
泉
谷
氏
ら
の
説
か
れ
る
と
お
り
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
段
階
の
作
文
、
す
な
わ

ち
石
上
麻
呂
が
台
頭
し
、
天
皇
の
奉
斎
す
る
石
上
神
宮
の
祭
祀
に
深
く
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
天
武
・
持
統
朝
以
降

の
作
文
、
と
み
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
以
前
は
、
物
部
連
が
石
上
神
宮

と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。

ま
ず
、
物
部
首
の
神
宝
管
掌
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（1）
の
分
注
に
は
、
そ

の
前
半
部
分
に
、
十
箇
の
品
部
を
五
十
瓊
敷
皇
子
（
五
十
瓊
敷
命
）
に
賜
っ
た
と
し
て
具
体
的
に
そ
の
名
を
掲
げ
る

が
、
そ
れ
ら
は
石
上
神
宮
の
祭
祀
に
関
わ
っ
た
部
集
団
と
み
ら
れ
、
何
ら
か
の
原
資
料
に
基
づ
い
た
記
事
と
推
定
さ
れ

る
。
な
お
こ
の
部
分
か
ら
は
、
王
権
の
武
器
庫
と
し
て
の
石
上
神
宮
の
成
立
が
、
部
制
の
成
立
後
で
あ
っ
た
こ
と
も
推

定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（1）
の
分
注
の
後
半
部
分
（
春
日
臣
族
の
市
河
に
神
宝
を
管
掌
さ
せ
た
と
す
る
部
分
）
に
対
応
す
る
の
が
、
（6）
の
布
留

宿
禰
の
譜
文
で
あ
る
が
、
（6）
に
は
、
（1）
の
分
注
か
ら
の
み
で
は
作
文
し
得
な
い
独
自
の
伝
え
が
み
え
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
（6）
に
よ
れ
ば
、
市
川
臣
が
石
上
神
宮
の
神
主
と
な
っ
た
の
は
仁
徳
朝
の
こ
と
と
す
る
が
、
こ
の
市
川
臣
は
、
（1）
の

分
注
の
市
河
と
同
一
人
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
（1）
の
分
注
が
垂
仁
天
皇
三
十
九
年
条
に
か
け
て
記
さ
れ
て
い

二
五
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る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
一
見
両
者
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
、
（1）
の
分
注
に
は
「
然
後
」
と
書
か
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
市
河
が
神
宝
を
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
仁
徳
朝
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
矛
盾

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
16
）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
事
実
の
伝
え
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
独
自
の
伝

承
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
武
蔵
臣
が
宗
我
蝦
夷
大
臣
に
よ
っ
て
物
部
首
と
名
づ
け
ら
れ
た
た
め
臣
姓
を
失
っ
た
と
い
う
の
も
、
（6）
独
自

の
伝
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
二
年
十
月
壬
子
条
に
「
蘇
我
大
臣
蝦
夷
、
縁
レ

病
不
レ

朝
。
私
授
二

紫
冠
於
子
入
鹿
一、
擬
二

大
臣
位
一

」
と
あ
る
の
を
受
け
、
蘇
我
蝦
夷
の
専
権
に
よ
っ
て
貶
姓
さ
れ
た
と
主
張
し
た
も
の
と

推
測
さ
れ
、
や
は
り
事
実
の
伝
え
と
は
考
え
難
い
。
し
か
し
武
蔵
臣
の
子
と
さ
れ
る
日
向
は
、
壬
申
の
乱
に
お
い
て
、

近
江
朝
廷
か
ら
穂
積
臣
百
足
と
そ
の
弟
の
五
百
枝
と
と
も
に
倭
京
に
興
兵
使
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
物
部
首
日
向
（
17
）の
こ
と

で
あ
り
、
実
在
の
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
物
部
首
日
向
が
倭
京
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
物
部
首
の
一
族
が
石
上
神
宮
の

神
宝
管
理
（
武
器
庫
の
管
理
）
に
当
っ
て
い
た
か
ら
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
（5）（『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
二
月
庚
戌
条
）
に
よ
れ
ば
、
石
上
神
宮
の
神
宝
を
山
城
国
葛
野
郡
に
遷

し
た
時
（
前
年
の
延
暦
二
十
三
年
（
18
））
に
、
布
留
宿
禰
高
庭
が
、
そ
れ
を
停
止
す
る
よ
う
申
請
し
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
、

九
世
紀
初
頭
の
段
階
に
お
い
て
な
お
、
布
留
宿
禰
（
物
部
首
）
の
一
族
が
石
上
神
宮
の
神
宝
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
物
部
首
（
布
留
宿
禰
）
が
神
宝
管
掌
に
当
っ
た
こ
と
は
、
事
実
と
み
て
間
違
い
な
い
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と
い
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
王
権
の
神
庫
・
武
器
庫
と
し
て
の
石
上
神
宮
が
創
立
さ
れ
た
当
初
か
ら
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

（1）
の
分
注
に
よ
れ
ば
、
石
上
神
宮
に
神
宝
（
刀
一
千
口
）
を
納
め
た
当
初
か
ら
、
物
部
首
の
始
祖
で
あ
る
市
河
が
そ

の
管
掌
に
当
っ
た
と
す
る
の
で
あ
り
、
（6）
に
お
い
て
も
、
市
川
（
市
河
）
は
石
上
神
宮
創
建
当
初
か
ら
の
神
主
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
物
部
首
は
、
の
ち
に
布
留
の
地
名
を
ウ
ヂ
名
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
布
留
の
地
、
す
な

わ
ち
石
上
神
宮
の
所
在
地
付
近
を
本
拠
と
し
た
一
族
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
石
上
神
宮
の
神
庫
が
建
立
さ
れ
た
当

初
か
ら
、
そ
の
地
の
豪
族
で
あ
る
物
部
首
が
、
そ
の
現
地
管
掌
者
の
地
位
（
す
な
わ
ち
物
部
首
）
に
任
じ
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
物
部
連
が
代
々
の
管
掌
者
で
あ
っ
た
と
す
る
（2）
の
記
事
は
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
「
天
孫
本
紀
」

を
除
く
と
孤
立
し
た
記
事
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
具
体
性
を
欠
い
て
い
る
。「
諺
曰
、
天
之
神
庫
随
二

樹
梯
一

之
、
此
其

縁
也
」
と
あ
る
な
ど
、
い
か
に
も
物
語
的
で
あ
る
点
も
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
兄
の
五
十
瓊
敷
命
か
ら
神
宝
の
管
掌
を
頼
ま
れ
、「
手
弱
女
人
」
で
あ
る
か
ら
と
し
て
辞
退
し
、
物
部
十
千

根
大
連
に
神
宝
を
授
け
て
治
め
さ
せ
た
と
い
う
大
中
姫
命
は
、『
日
本
書
紀
』
で
は
垂
仁
天
皇
と
皇
后
の
日
葉
酢
媛
命

と
の
あ
い
だ
の
第
三
子
と
さ
れ
る
が
、『
古
事
記
』
で
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
の
は
大
中
津
日
子
命
で
あ
り
、
所
伝
に

違
い
が
み
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
の
大
中
津
日
子
命
は
、「
山
辺
之
別
、
三
枝
之
別
、
稲
木
之
別
、
阿
太
之
別
、
尾
張
国

之
三
野
別
、
吉
備
之
石
无
別
、
許
呂
母
之
別
、
高
巣
鹿
之
別
、
飛
鳥
君
、
牟
礼
之
別
等
祖
也
」
と
さ
れ
て
お
り
、
系
譜
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制
度
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
垂
仁
天
皇
と
日
葉
酢
媛
命
と
の
あ
い
だ
の
第
三
子
は
、『
古
事

記
』
に
い
う
大
中
津
日
子
命
と
す
る
の
が
本
来
の
伝
え
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

つ
ま
り
『
日
本
書
紀
』
は
、
大
中
津
日
子
命
を
大
中
姫
命
に
変
え
た
こ
と
に
な
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
は
、
つ

ぎ
の
二
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
（2）
の
話
を
、
倭
大
国
魂
神
を
最
初
は
渟
名
城
入
姫
命
に
祭
ら
せ
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
失
敗
し
た
た
め
大
倭
直
の
祖
の
長
尾
市
に
祭
ら
せ
た
と
い
う
話
（
19
）に
な
ぞ
ら
え
た
こ
と
。
い
ま
一
つ
は
、

（1）
の
分
注
に
神
宝
は
い
っ
た
ん
忍
坂
邑
に
収
め
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
允
恭
天
皇
の
皇
后
の
忍
坂
大
中
姫
命
の
存

在
と
、
大
中
姫
命
（
本
来
の
伝
え
で
は
大
中
津
日
子
命
）
と
を
結
び
つ
け
た
こ
と
で
あ
る
（
20
）。
す
な
わ
ち
（2）
は
、
（1）
の
分

注
や
、
他
の
『
日
本
書
紀
』
の
伝
え
を
参
考
に
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
段
階
で
作
成
さ
れ
た
記
事
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

坂
本
太
郎
氏
は
、
（2）
の
記
事
を
石
上
氏
の
家
記
（
墓
記
）
に
基
づ
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
21
）が
、
そ
こ
に
は
当

然
、
石
上
麻
呂
の
関
与
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
麻
呂
が
石
上
の
ウ
ヂ
名
を
賜
与
さ
れ
た
こ
と
と
、
物
部
連
が
石
上

神
宮
の
神
宝
を
管
掌
し
た
と
す
る
こ
の
記
事
の
作
成
と
は
、
明
ら
か
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
そ
こ
で
、
物
部
連
と
物
部
首
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
（2）
は
作
文
で
あ
っ
て
も
、
両
者
の
関
係
は
、
実
際

に
統
属
関
係
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
物
部
首
は
、
石
上
神
宮
の
神
宝
管
掌
に
当
っ
た
物
部
を
率
い
た
在
地

の
伴
造
で
あ
り
、
物
部
連
は
、
そ
れ
も
含
め
た
各
地
の
物
部
（
お
よ
び
そ
の
伴
造
）
を
統
轄
し
た
職
（
地
位
）
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
上
麻
呂
が
石
上
神
宮
の
祭
祀
に
深
く
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
以
前
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も
、
物
部
氏
は
、
け
っ
し
て
石
上
神
宮
の
神
宝
管
掌
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

加
藤
謙
吉
氏
は
、
物
部
守
屋
滅
亡
後
は
蘇
我
氏
が
物
部
首
の
一
族
を
掌
握
し
、
物
部
連
は
石
上
神
宮
か
ら
排
除
さ
れ

た
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
（
22
）が
、
守
屋
が
討
た
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
物
部
氏
が
滅
亡
し
た
の
で
は
な
く
、
各
地
に
設
置
さ

れ
た
物
部
と
そ
の
在
地
伴
造
を
統
括
す
る
地
位
と
し
て
の
物
部
連
は
存
続
し
、
そ
の
地
位
は
物
部
氏
の
一
族
が
世
襲
し

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
（6）
に
は
「
宗
我
蝦
夷
大
臣
、
号
二

武
蔵
臣
物
部
首
并
神
主
首
一

」
と
あ
り
、
物

部
首
が
蘇
我
氏
の
掌
握
下
に
あ
っ
た
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
記
述
も
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
布
留
宿
禰
（
物
部
首
）
が
本
来
は
臣
姓
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
の
作
文
（『
日
本
書
紀
』
に
載
る
蘇
我

氏
の
専
権
記
事
を
利
用
し
た
作
文
）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
事
実
の
伝
え
と
み
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
『
紀

氏
家
牒
』
に
も
、
（6）
と
対
応
し
た
記
事
が
み
え
る
（
23
）が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
加
藤
氏
自
身
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る

と
お
り
、『
日
本
書
紀
』
や
（6）
の
記
事
（
物
部
首
一
族
の
伝
承
）
な
ど
か
ら
作
文
し
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
く
、
や

は
り
事
実
の
伝
え
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

要
す
る
に
、
石
上
神
宮
の
神
庫
に
収
め
ら
れ
た
神
宝
の
管
掌
形
態
は
、
当
初
か
ら
、
物
部
連
の
統
率
下
に
あ
っ
た
物

部
首
を
現
地
管
掌
者
と
す
る
形
態
（
物
部
連
―
物
部
首
と
い
う
職
務
上
の
上
下
関
係
を
も
っ
て
管
掌
す
る
形
態
）
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
部
制
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
基
本
的
な
変
化
は
な
か
っ
た
と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
物
部
首
に
よ
る
神
宝
管
掌
（
現
地
に
お
け
る
管
掌
）
が
事
実
と
す
る
な
ら
ば
、
（1）
の
分
注
の
記
事
内
容
は
、
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石
上
神
宮
の
成
立
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
材
料
に
な
る
。
最
後
に
、
石
上
神
宮
の
成
立
に
つ
い
て
、
若
干
の
憶
測
を

加
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
五
十
瓊
敷
皇
子
が
茅
渟
菟
砥
河
上
で
大
刀
一
千
口
を
作
っ
た
時
に
十
の
品
部
を
賜
っ
た
と
あ
る
の
は
、
先
に

も
述
べ
た
と
お
り
、
石
上
神
宮
に
収
め
ら
れ
た
武
器
が
、
実
際
に
は
品
部
制
成
立
後
に
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
推
定
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
武
器
が
、
茅
渟
菟
砥
で
作
製
さ
れ
、
い
っ
た
ん
忍
坂
邑
に
蔵
さ
れ
た
の
ち
に
石

上
神
宮
に
収
め
ら
れ
た
と
あ
る
の
も
、
な
ん
ら
か
の
事
実
に
基
づ
い
た
話
と
考
え
ら
れ
る
。

茅
渟
は
和
泉
地
方
の
古
名
で
あ
り
、
菟
砥
は
『
延
喜
式
』（
諸
陵
式
）
に
「
宇
度
墓
〈
五
十
瓊
敷
入
彦
命
。
在
二

和
泉

国
日
根
郡
一。
兆
域
東
西
三
町
、
南
北
三
町
。
守
戸
二
烟
。〉」
と
み
え
る
和
泉
国
日
根
郡
の
宇
度
（
菟
砥
）
で
あ
る
。
（3）

（『
古
事
記
』）
に
は
「
鳥
取
之
河
上
宮
」
と
あ
る
が
、
こ
の
鳥
取
も
『
和
名
類
聚
抄
』
に
日
根
郡
鳥
取
郷
と
み
え
る
鳥

取
に
比
定
で
き
る
。
こ
の
地
に
鍛
冶
集
団
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
横
田
健
一
氏
に
よ
っ
て
詳
し
く
検

討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
24
）。
ま
た
忍
坂
の
地
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
の
大
和
国
城
上
郡
忍
坂
郷
に
比
定
さ
れ
、
和

泉
地
方
と
石
上
の
地
（
同
じ
く
大
和
国
山
辺
郡
石
上
郷
に
比
定
さ
れ
る
）
と
を
結
ぶ
交
通
路
上
に
位
置
し
、
石
上
、
忍

坂
の
地
そ
れ
ぞ
れ
が
、
交
通
上
の
要
衝
の
地
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
（
25
）。

石
上
の
地
に
宮
を
置
い
た
と
い
う
伝
承
を
持
つ
天
皇
は
、
石
上
穴
穂
宮
の
安
康
天
皇
と
、
石
上
広
高
宮
の
仁
賢
天
皇

で
あ
り
、
実
在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
五
世
紀
代
の
大
王
で
あ
る
が
、
そ
の
実
在
や
宮
の
伝
承
に
つ
い
て
は
疑
問
も
持
た

れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
欽
明
天
皇
の
皇
子
の
一
人
に
石
上
部
皇
子
の
名
が
み
え
（
26
）、
御
名
代
と
し
て
の
石
上
部
の
存
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在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
（
27
）か
ら
す
れ
ば
、
六
世
紀
に
石
上
宮
（
王
宮
と
し
て
と
は
限
ら
な
い
）
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か

と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
忍
坂
の
地
に
、
遅
く
と
も
六
世
紀
は
じ
め
の
段
階
で
宮
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
隅
田
八
幡
宮
所

蔵
人
物
画
像
鏡
銘
に
「
意
柴
沙
加
宮
」（
オ
シ
サ
カ
宮
）
の
表
記
が
み
え
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
オ

シ
サ
カ
宮
も
、
刑
部
が
そ
の
御
名
代
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
六
世
紀
代
に
（
お
よ
び
そ
れ
以
降
も
）
維
持

さ
れ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
六
世
紀
段
階
に
お
い
て
、
石
上
・
忍
坂
の
両
地
に
王
権
の
拠
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

大
王
を
奉
斎
者
と
し
、
多
く
の
武
器
（
祭
器
と
し
て
の
性
格
も
有
す
る
）
を
所
蔵
し
、
諸
豪
族
か
ら
服
属
の
証
と
し

て
献
上
さ
れ
た
宝
器
も
所
蔵
す
る
と
い
う
、
王
権
の
宗
教
的
拠
点
と
し
て
の
石
上
神
宮
の
成
立
は
、
お
そ
ら
く
種
々
の

部
の
制
度
が
整
い
、
王
権
の
超
越
化
が
進
ん
だ
六
世
紀
代
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
に

石
上
の
地
に
何
ら
か
の
宗
教
的
施
設
が
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
（
28
）。

注（
1
）『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
、
聖
徳
太
子
が
蘇
我
馬
子
ら
に
命
じ
勅
を
奉
じ
て
編
纂
し
た
書
物
で
あ
る
と
の
序
が
つ
い
て
い
る
が
、

実
際
は
平
安
時
代
の
初
め
頃
に
、
物
部
氏
系
の
人
物
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
鎌
田
純
一
『
先
代
旧
事

本
紀
の
研
究
』
研
究
の
部
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）。

（
2
）『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
記
事
が
、『
日
本
書
紀
』
な
ど
を
参
考
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
坂
本
太
郎
「
纂
記
と
日
本
書
紀
」（『
史
学
雑
誌
』
五
六
―
七
、
一
九
四
六
年
。
の
ち
、
同
『
日
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本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
』
上
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
、
さ
ら
に
、
坂
本
太
郎
著
作
集
第
二
巻
『
古
事
記
と
日
本

書
紀
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
に
収
録
）。
阿
部
武
彦
「
先
代
旧
事
本
紀
」（
坂
本
太
郎
・
黒
板
昌
夫
編
『
国
史
大
系
書

目
解
題
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
）
な
ど
参
照
。

（
3
）
分
注
は
〈

〉
で
括
っ
て
記
す
こ
と
と
す
る
。
以
下
同
じ
。

（
4
）
日
本
古
典
文
学
体
系
『
日
本
書
紀
』
下
、
四
一
六
頁
頭
注
一
。

（
5
）
野
田
嶺
志
「
物
部
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
史
林
』
五
一
―
二
、
一
九
六
八
年
）。
泉
谷
康
夫
「
服
属
伝
承
の
研
究
」

（『
日
本
書
紀
研
究
』
四
、
一
九
七
〇
年
。
の
ち
、
同
『
記
紀
神
話
伝
承
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
に
収
録
）。
長

家
理
行
「
物
部
氏
族
伝
承
成
立
の
背
景
」（『
龍
谷
史
壇
』
八
一
・
八
二
、
一
九
八
三
年
）。
松
倉
文
比
古
「
石
上
神
宮
の
神
宝

管
治
と
そ
の
性
格
」（『
国
史
学
研
究
』
一
〇
、
一
九
八
四
年
）。
亀
井
輝
一
郎
「
石
上
神
宮
と
忍
坂
大
中
姫
」（『
日
本
書
紀
研

究
』
一
三
、
一
九
八
五
年
）。
高
嶋
弘
志
「
出
雲
国
造
の
成
立
と
展
開
」（『
古
代
王
権
と
交
流
7

出
雲
世
界
と
古
代
の
山
陰
』

名
著
出
版
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。

（
6
）
こ
の
点
は
、
す
で
に
野
田
嶺
志
「
物
部
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（
前
掲
）、
長
家
理
行
「
物
部
氏
族
伝
承
成
立
の
背
景
」

（
前
掲
）、
松
倉
文
比
古
「
石
上
神
宮
の
神
宝
管
治
と
そ
の
性
格
」（
前
掲
）
な
ど
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
二
年
九
月
丁
未
条
。

（
8
）『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
十
三
年
十
二
月
己
卯
条
。

（
9
）
な
お
、
摂
津
国
皇
別
の
物
部
首
は
、
こ
の
布
留
宿
禰
と
同
系
で
あ
る
が
、
河
内
国
神
別
の
物
部
首
は
、「
同
神
（
神
饒
速
日

命
）
子
味
島
乳
命
之
後
也
」
と
あ
っ
て
、
石
上
朝
臣
（
物
部
連
）
と
同
系
で
あ
る
。

（
10
）
津
田
左
右
吉
『
日
本
上
代
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
年
。
の
ち
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
三
年
、
に
収
録
）。
野
田
嶺
志
「
物
部
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（
前
掲
）。
松
倉
文
比
古
「
石
上
神
宮
の
神
宝
管
治

と
そ
の
性
格
」（
前
掲
）
な
ど
。

（
11
）
横
田
健
一
「
物
部
氏
祖
先
伝
承
の
一
考
察
」（『
日
本
書
紀
研
究
』
八
、
一
九
七
五
年
。
の
ち
、
同
『
日
本
古
代
神
話
と
氏
族

三
二



伝
承
』
塙
書
房
、
一
九
八
二
年
、
に
収
録
）。

（
12
）
加
藤
謙
吉
『
蘇
我
氏
と
大
和
王
権
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）。

（
13
）
本
位
田
菊
士
「
物
部
氏
と
石
上
神
宮
」（『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
三
六
、
一
九
八
三
年
）。

（
14
）
長
家
理
行
「
物
部
氏
族
伝
承
成
立
の
背
景
」（
前
掲
）。

（
15
）
泉
谷
康
夫
「
物
部
氏
と
宗
教
」（『
日
本
書
紀
研
究
』
一
六
、
一
九
八
七
年
。
の
ち
、
同
『
記
紀
神
話
伝
承
の
研
究
』
前
掲
、

に
収
録
）。

（
16
）
佐
伯
有
清
「
新
撰
姓
氏
録
に
関
す
る
諸
疑
点
の
究
明
」（
同
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
研
究
篇
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三

年
）
に
、
こ
の
指
摘
が
あ
る
。

（
17
）『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
元
年
六
月
丙
戌
条
。

（
18
）『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
二
月
庚
戌
条
に
、「
運
二

収
大
和
国
石
上
社
器
仗
於
山
城
国
葛
野
郡
一

」
と
あ
る
。

（
19
）『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
六
年
条
・
七
年
条
、
お
よ
び
垂
仁
天
皇
二
十
五
年
三
月
丙
申
条
分
注
に
こ
の
話
が
み
え
る
。

（
20
）
（2）
に
お
け
る
神
宝
管
掌
者
の
五
十
瓊
敷
命→

大
中
姫
命→

物
部
十
千
根
大
連
と
い
う
移
動
が
、
（1）
の
分
注
に
お
け
る
神
宝
の

茅
渟→

忍
坂
邑→

石
上
神
宮
と
い
う
移
動
に
対
応
す
る
と
い
う
指
摘
は
、
す
で
に
亀
井
輝
一
郎
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

亀
井
輝
一
郎
「
石
上
神
宮
と
忍
坂
大
中
姫
」（
前
掲
）。
な
お
、
亀
井
氏
は
、
忍
坂
大
中
姫
命
の
実
在
性
は
高
く
、
実
際
に
石
上

神
宮
の
成
立
に
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
し
て
、
石
上
神
宮
の
成
立
を
五
世
紀
代
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
亀
井
氏
の
論

点
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
す
べ
て
を
こ
こ
で
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
忍
坂
大
中
姫
命
に
つ
い
て
は
、
川
口

勝
康
氏
の
説
か
れ
る
と
お
り
（
川
口
勝
康
「
在
地
首
長
制
と
日
本
古
代
国
家
」『
歴
史
学
研
究
』
別
冊
、
一
九
七
五
年
大
会
報

告
。
同
「
五
世
紀
の
大
王
と
王
統
譜
を
探
る
」『
巨
大
古
墳
と
倭
の
五
王
』
青
木
書
店
、
一
九
八
一
年
、
な
ど
）、
複
数
の
伝
承

上
の
王
統
譜
を
一
系
の
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
る
た
め
の
ナ
カ
ツ
ヒ
メ
婚
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
た
一
人
と
み
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
実
在
性
は
低
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
21
）
坂
本
太
郎
「
纂
記
と
日
本
書
紀
」（
前
掲
）。

三
三
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（
22
）
注
（
12
）
に
同
じ
。

（
23
）
（6）
に
対
応
す
る
『
紀
氏
家
牒
』
の
記
事
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

馬
子
宿
禰
男
蝦
夷
宿
禰
家
葛
城
県
豊
浦
里
。
故
名
曰
二

豊
浦
大
臣
一。
亦
家
多
貯
二

兵
器
一。
俗
云
二

武
蔵
大
臣
一。
母
物
部
守
屋

大
連
〈
亦
曰
二

弓
削
大
連
一

〉
之
妹
名
云
二

太
媛
一

也
。
守
屋
大
連
家
亡
之
後
、
太
媛
為
二

石
上
神
宮
斎
神
之
頭
一。
於
レ

是
蝦
夷

大
臣
以
二

物
部
族
神
主
家
等
一

為
レ

僕
、
謂
二

物
部
首
一、
亦
云
二

神
主
首
一。

（
24
）
横
田
健
一
「
物
部
氏
祖
先
伝
承
の
一
考
察
」（
前
掲
）。

（
25
）
亀
井
輝
一
郎
「
石
上
神
宮
と
忍
坂
大
中
姫
」（
前
掲
）
参
照
。

（
26
）『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
二
年
三
月
条
。

（
27
）
石
上
部
を
ウ
ヂ
名
と
す
る
八
世
紀
の
人
名
は
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
日
本
書
紀
』
仁
賢
天
皇
三
年
二
月
朔
条
に
、
石

上
部
舎
人
を
置
い
た
と
の
記
事
が
み
え
る
。

（
28
）
石
上
神
宮
の
禁
足
地
か
ら
の
出
土
遺
物
に
は
、
四
世
紀
代
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
大
場
磐
雄
「
石

上
神
宮
」（『
神
道
考
古
学
講
座
』
五
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
二
年
）
参
照
。

本
稿
は
、
成
城
大
学
特
別
研
究
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
地
域
社
会
・
文
化
の
継
承
と
再
構
築
に
関
す
る
研
究
―
実
証
と

理
論
の
両
側
面
か
ら
―
」（
二
〇
〇
七
年
・
二
〇
〇
八
年
度
共
同
研
究
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

三
四


